
資料２－１ 

 

 

平成２６年度政策評価実施要領及び実施計画の改正について（概要） 

 

（経緯） 

政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価分科会の意見を踏まえ、評価の重点化

及び評価基準の標準化を図る観点から「目標管理型の政策評価の実施に関するガイド

ライン」（平成 25 年 12 月 20 日政策評価各府省連絡会議了承）がとりまとめられたこ

とに伴い、厚生労働省の政策評価の実施要領及び実施計画について、以下のとおり改

正を行う。 
 

１．事前分析表の様式変更等について 

過去の実績を踏まえた目標や指標の設定が行えるよう、モニタリング結果報告様式

と事前分析表の様式の統合を行い、モニタリング結果報告様式は廃止する。 

  具体的には、以下の項目について追加、修正を行う。 

（１） 旧「予算書との関係」欄を「施策の予算額・執行額」欄に変更し、当該施策に

係る５カ年分の予算額と執行状況を記載することとする。 

（２） 旧「関連施策」欄を「施策に関連する内閣の重要施策」欄に変更し、施政方針

演説等との関連を明確にする。 

（３） 「年度ごとの目標値」欄、「最新値」欄について、第３期基本計画期間の５カ

年分の「目標値」と「実績値」を記載することとし、基本計画期間中の目標達成

状況を明確にする。 

なお、定量的な目標設定が困難な場合においては、５カ年分の進捗状況につい

て、「目標」と「実績」を記載する。 

（４） 旧「達成手段の概要」欄、「達成手段の目標」欄、「施策目標達成への寄与の内

容」欄について、類似する内容が記載されることから、「達成手段の概要」欄に統

合して、一括で記載する。 
 

２．実績評価書の様式変更について 

（１） 旧「予算書との関係・関係税制」欄について、内容が重複する「施策の予算額・

執行額」欄と統合・整理し、「関連税制」欄は別途記載することとする。 

 

（２） 「主要な指標」欄を設け、測定指標のうち、以下の判断基準に該当するものに

ついては、主要な指標として“○”を付す。 

 【主要な指標の判断基準】 ※厚生労働省独自の基準 

以下のア～ウのいずれかに当てはまると所管課が判断するものを主要な指標とする。 

ア 当該指標の達成に向けて、多くの予算・人員等が投入されているもの 

イ 当該指標について、国民の関心が高く行政上も課題となったもの 

ウ その他、目標達成に向けて重要性が高いと判断するもの 



（３） 測定指標の「達成」欄を設け、以下の４区分により指標の達成状況を判定する。 

【指標の達成状況の判定区分】 

○ ： 達成  

△ ： 一部達成 

× ： 未達成  

－ ： 判定不能(当該年度の実績値が無い等)  

 

（４） 「目標達成度合いの測定結果」欄を設け、「達成」欄における指標の達成状況

（“○”と“△”の数等）に応じて、以下のいずれかの評価区分を記載する。 

【目標達成度合いの評価区分】 

① 全ての測定指標で目標が達成され、かつ、主要な測定指標が目標を大幅に上回っ

て達成したもの 

② 全ての測定指標で目標が達成され、かつ、主要な測定指標が目標を大幅に上回っ

ていないもの 

③ 一部又は全部の測定指標で目標が達成されなかったが、主要な測定指標は概ね目

標に近い実績を示すなど、現行の取組を継続した場合、相当な期間を要さずに目

標達成が可能であるもの 

④ 一部又は全部の測定指標で目標が達成されず、主要な測定指標も目標に近い実績

を示さなかったなど、現行の取組を継続した場合、目標達成に相当な期間を要す

ると考えられるもの 

⑤ 主要な測定指標の全部又は一部が目標を達成しなかったため、施策としても目標

達成に向けて進展していたとは認められず、現行の取組を継続しても目標を達成

する見込みがないもの 

 

（５） 「総合判定」欄を設け、「目標達成度合いの測定結果」及びその他外部要因等

を踏まえた総合的な評価を実施し、以下の３区分により判定結果及び判定理由を

記載する。 

【総合判定区分】  ※厚生労働省独自の基準 

Ａ：目標を達成した 

Ｂ：達成に向けて進展があった 

Ｃ：達成に向けて進展が見られない 

 

（６） 「次期目標等への反映の方向性」欄に、（施策及び測定指標の見直しについて）

も記載することとし、目標の達成状況等から測定指標等の設定が妥当で無いと判

断される場合においては、見直しの方針等を記載することとする。 






